
 

 

 

 

  

 

 

 

羽村市では、令和８年４月１日から任用を開始する会計年度任用職員を募集します。 

会計年度任用職員として就労を希望する場合、事前の登録申込が必要です。 

◇◇登登録録資資格格  

■地方公務員法第16条の欠格条項に該当していないこと。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

・令和８年１２月２５日に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」（令和６年法律第 69 号。以下「こど

も性暴力防止法」という。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実

確認が必要となります。 

学校や学童クラブ等のこどもに接する職種を希望される場合には、あらかじめ、登録段階

において、特定性犯罪の前科の有無を誓約書により確認します。 

※対象は、別紙「募集職種・勤務条件等一覧」に★印の記載がある職種です。 

 

◇◇募募集集職職種種等等  

募集職種や業務内容、勤務日数、勤務時間、勤務地、報酬単価等については、「募集職種・

勤務条件等一覧」を御確認ください。 

なお、報酬単価については、令和8年4月1日の予定単価を記載しています。 

※予算議決前であり、勤務条件等が変更となる場合があります。 

 

◇勤勤務務条条件件等等  

項  目 内     容 

任用期間 
最長で令和８年4月１日から令和９年3月３１日まで 

※ 勤務成績が良好な場合に限り、再度任用される場合あり 

業務内容等 「募集職種・勤務条件等一覧」のとおり 

報 酬 等 

時間給で支給します。支給方法は口座振込となります。 

条件を満たす場合、通勤手当、超過勤務手当に相当する報酬や、期末・勤勉

手当等が支給されます。 

社会保険 
加入要件を満たした場合、健康保険（共済組合）、厚生年金保険、雇用保険に

それぞれ加入となります。 

休暇制度 勤務日数や任用年数に応じて年次有給休暇、慶弔休暇等があります。 

令和８年度 
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◇◇申申込込方方法法とと受受付付期期間間等等  

■次のうち、どちらかの方法でお申込みください。 

■募集要領及び登録申込書等は、羽村市公式サイトからも 

ダウンロードできます。 

【郵送受付】※簡易書留 

 

【持参による受付】 

申込受付期間 
令和8年1月５日（月）から令和8年1月1６日（金）まで   

※土曜日、日曜日、祝日を除く 

申込受付時間 午前8時30分から午後5時00分まで 

受 付 場 所 羽村市役所東庁舎３階 職員課（②番）窓口 

必 要 書 類 「郵送」による方法に同じ 

※提出された書類は一切返却できません。ただし、応募資格を満たしていない場合や書類不備等

により受付できない書類は返却します。 

※１月１９日（月）以降も受け付けますが、4 月 1 日からの任用が難しくなることがあります

ので、あらかじめ御了承ください。 

※障害を有する方（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳（愛の手帳等）のう

ち、いずれかの交付を受けている方）も全職種において応募可能です。なお、応募する際は、

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳（愛の手帳等）の氏名・障害名・等級

又は程度が記載されている部分の写しを、併せて提出してください。 

 

◇◇登登録録のの有有効効期期限限  

登録有効期限は、令和９年３月３１日までです。 

 

◇◇選選考考ににつついいてて  

登録された方の中から書類選考のうえ、面接を実施して選考をします。必ず任用されるとは限

りませんので、あらかじめ御了承ください。 

  

  

  

＜＜おお問問合合せせ先先＞＞  羽羽村村市市総総務務部部職職員員課課  004422－－555555－－11111111（（代代表表））  内内線線 3322２２・・332299  

申込受付期間 令和８年1月1６日（金）まで（必着） 

あ て 先 
〒205-8601 (所在地記載不要)  

羽村市総務部職員課 

必 要 書 類 

① 羽村市会計年度任用職員登録申込書（正面、上半身、脱帽で申込日よ

り6か月以内に撮影した写真1枚（縦4cm×横3cm）を貼付） 

② 資格証又は免許証の写し（業務によって必要な場合御提出ください） 

＜注意事項＞ 

・途中で登録資格が無いことが明らかになった場合は、登録を取り消します。また、任用が決ま

っている場合は、任用を取り消します。 

・原則として、最初の１か月間は条件付採用期間です。 

・令和８年４月１日に任用されなかった場合でも、登録の有効期間内に会計年度任用職員の補充

等の必要が生じたときには、年度の途中から任用される場合もあります。 
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